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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
三
号
（
岡
山
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
規
定
に
よ
る
補
助
金

等
の
名
称
等
の
制
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。

平
成
二
十
七
年
五
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
環
境
文
化
部
の
部
岡
山
県
小
水
力
発
電
導
入
促
進
補
助
金
の
項
を
削
り
、
同
部
児
島
湖
畔
環
境
保

全
ア
ダ
プ
ト
推
進
事
業
補
助
金
の
項
中
「
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
加
入
に
つ
い
て
は
一
人
一
回
三
十
円

で
算
定
し
た
額
」
を
削
り
、
同
部
岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
業
育
成
支
援
事
業
費
補
助
金
の
項
中
「
優

良
な
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
」
を
「
産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
」
に
改
め
、
同
部
岡
山
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興

補
助
金
の
項
中
「
県
内
に
」
を
「
こ
れ
に
加
盟
す
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
実
施
さ
れ
る
種
目
の
競
技
団
体

並
び
に
県
内
に
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

岡
山
県
ス
ポ
ー

ス
ポ
ー
ツ
団
体

県
外
に

県
内
の
社
会
体
育
施

宿
泊
料
に
あ
つ
て
は

ツ
合
宿
支
援
事

等
が
行
う
合
宿

所
在
す

設
を
利
用
し
て
実
施

実
際
の
延
べ
宿
泊
人

業
補
助
金

の
誘
致
の
促
進

る
団
体

す
る
ス
ポ
ー
ツ
の
合

員
に
二
千
円
を
乗
じ

宿

て
得
た
額
、
施
設
使

用
料
に
あ
つ
て
は
補

助
対
象
経
費
の
二
分

の
一
。
た
だ
し
、
七

十
五
万
円
を
限
度
と

す
る
。
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